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まちづくりのための積極的なインフラ投資 

１．まちづくり ―――――――――――――――――――――――――――― 

（１）『浦和』『大宮』『与野』『岩槻』のまちづくりに最大限の取組みを行うこ

と。 

■現庁舎地跡地の利活用については、住民の意向を充分に尊重しながら、歴

史文化資源や「県都」「文教都市」といったイメージが継続されるような

事業を展開すること。また、点での整備でなく面的整備を行いまちの活性

化を考えていくこと。埼玉県庁舎の建て替えについても県と連携し、浦和

での建て替えを要望すること。 

（回答）都市経営戦略部 

現庁舎地の利活用については、利活用に係る条件や検討の進め方の整理等を

行い、利活用の一定の方向性を示す「現庁舎地利活用計画（骨子）（素案）」

を令和７年10月に取りまとめました。本庁舎移転後も引き続き、「県都」「文

教都市」を象徴する場所として、多くの市民の皆様から愛され、誇りを持って

いただける場所にしていくために、「浦和駅周辺まちづくりビジョン」等も踏

まえながら、引き続き、各段階における市民周知・意見聴取を行い、令和10年

度に予定している「利活用計画」策定に向けて検討を進めてまいります。 

 埼玉県における県庁舎の再整備の検討については、適宜状況の把握に努めて

おり、令和６年８月に、市長から埼玉県知事に対し、再整備後の埼玉県庁舎の

位置は、引き続き現在地とすること等を記載した要望書を手交しました。 

令和７年２月に、埼玉県知事は、県庁舎の位置について、「現在地、もしく

はさいたま市緑区美園の県有地のいずれかにする」と明らかにし、再整備候補

地の評価を行っていると伺っております。 

今後も県の検討の動向を注視するとともに、本市としても、県からの依頼に

応じて、可能な限りの協力について検討してまいります。 

・新庁舎整備等推進事業（現庁舎地利活用の検討） １１，７７０千円 

（回答）浦和駅周辺まちづくり事務所 

 浦和のまちづくりについては、浦和の特色を生かし、都心としてまちの機能

拡充を図るため、まちづくりの指針となる浦和駅周辺まちづくりビジョンに基

づく「アクションプラン」として、公民の役割分担や実施体制、実現に向けた

スケジュール等を検討してまいります。あわせて、浦和のひとや企業等が共に

まちの将来像の実現に向けた取組を協議、調整する「エリアプラットフォーム」

により、まちづくりを進めてまいります。 

  ・浦和駅周辺地区まちづくり推進事業（浦和駅周辺まちづくり事務所） 

 １９０，６４１千円 

■大宮駅グランドセントラルステーション化構想などの都市基盤整備を早期

且つ着実に推進し、特に新東西自由通路については都市計画決定をし、合

意形成をはかり、早期に着工すること。併せて、「大宮駅東口公共施設の

再編計画」の策定はスピード感を持って進め、目標年度をしっかり持ち各

エリアの具体的な整備計画を早期に示すこと。大宮駅周辺の商業地域が小

さいことは致命的な経済損失につながるので、早期に都市計画の変更に着

手すること。 
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（回答）東日本交流拠点整備課 

大宮駅グランドセントラルステーション化構想などの都市基盤整備について

は、令和２年度末に公表した大宮ＧＣＳプラン２０２０に基づき、個別プロジ

ェクトの事業化検討や全体事業調整を進めてまいります。 

また、新東西通路及び東武大宮駅駅舎改良については、鉄道事業者による調

査設計を踏まえながら、早期の事業化に向けて協議してまいります。 

・大宮駅周辺地域戦略ビジョン推進事業（東日本交流拠点整備課） 

 ９１，１９３千円 

（回答）大宮駅東口まちづくり事務所 

 大宮駅東口周辺地区の公共施設再編のうち、令和７年８月に策定した「大宮

駅東口周辺公共施設再編駅前賑わい拠点 実施方針」の実現のため、賑わい創

出機能の導入なども含め、事業化に向けたより具体的な事項を示す、まちづく

りプランの作成を進めてまいります。 

その他のエリアにつきましては、各エリアごとに、全体方針を具現化した実

施方針の策定に向け、引き続き調査・検討を進めてまいります。 

・大宮駅周辺地域戦略ビジョン推進業務（大宮駅東口まちづくり事務所）

（大宮駅東口公共施設再編事業） ４６，００２千円の内数 

（回答）都市計画課 

商業地域を拡大させることについては、企業立地の受け皿を増やすなど経済

活性化の一因になると考えております。周辺住環境への影響に関して、周辺住

民に対する丁寧な説明や合意形成に十分配意しつつ、各まちづくり事業や民間

事業等の動向を踏まえながら、機を逃さぬように取り組んでまいります。 

■中央区役所周辺公共施設再編整備は、旧与野市役所を使用していること

から老朽化が激しいため、早急に工事着手するべく、今年度中に再公募

を実施すること。また、与野中央公園の整備は次世代アリーナの建設工

事の進捗によらず、先行的にすすめること。 

（回答）まちづくり総務課 

中央区役所周辺公共施設再編整備の再公募については、令和８年２月定例会

に特定事業の選定（案）と入札説明書等（案）を報告するほか、補正予算（債

務負担行為の補正）を措置することにより、令和８年３月末の再公告を目指し

て取り組んでまいります。 

・まちづくり推進事業（まちづくり総務課）（中央区役所周辺の公共施設

の再編とデジタル化の推進） ２４，０８４千円 

（回答）都市公園課 

与野中央公園の整備については、現在、埼玉県において、一級河川鴻沼川の

河川調節池機能と開発調整池機能の双方の機能を備えた、一体型調節池の整備

を進めております。 

今後は、本調節池の底面の公園利用を始め、先行して供用を開始することが

できるエリアを細分化し、関連事業による影響の最小化を図ることなどにより、

効率的な事業推進の検討を進めてまいります。 

・都市公園等整備事業（都市公園課）（与野中央公園の整備推進） 

 ２８７，０００千円 
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（回答）南部公園整備課 

与野中央公園の整備については、計画的に公園整備を進めてまいります。令

和８年度は、公園の園路となる鴻沼川に架かる橋梁工事を実施してまいります。 

・都市公園等整備事業（南部公園整備課）（与野中央公園の整備推進） 

２７３，０００千円 

■岩槻駅周辺地区については、岩槻歴史街道と町並み・景観づくりを考慮

しながら「さいたま城下町構想」を整備促進し、岩槻城址公園の史跡復

元を実施すること。また、地下鉄７号線については、早期に鉄道事業者

への事業の要請、更に、来訪者を増やすための回遊性も考え、周辺地域

の地区計画の着手を始めること。 

（回答）未来都市推進部 

   地下鉄７号線の延伸については、令和７年度内の鉄道事業者への事業実施要 

請を目指し、計画内容の精査を行っております。 

令和８年度は、鉄道事業者への支援を行い、鉄道事業者による国への営業構 

想、整備構想の認定申請、速達性向上計画の認定申請に繋げてまいります。 

中間駅や岩槻駅周辺のまちづくりについては、それぞれ有識者会議を開催し、

まちの将来像やその実現に向けた施策などについての検討を経て、『中間駅まち

づくり方針』の改定を行うとともに、『岩槻駅周辺まちのあり方ビジョン』を策

定します。 

令和８年度以降は、『中間駅まちづくり方針』及び『岩槻駅周辺まちのあり

方ビジョン』の実現化に向けた検討を進めてまいります。 

・地下鉄７号線延伸促進事業 １，３４３，７４０千円 

  ・浦和美園・岩槻地域間成長発展事業 ２７，６３０千円 

（回答）岩槻まちづくり事務所 

 岩槻まちづくりアクションプランに基づき、岩槻歴史街道については、「裏 

小路」を対象に、歴史・文化をイメージした回遊ルートの整備を進めてまいりま

す。 

・まちづくり推進事業（岩槻まちづくり事務所）（岩槻歴史街道事業） 

２５，３０６千円 

（回答）文化財保護課 

 岩槻城址公園の史跡復元については、県指定史跡「岩槻城址」であることか 

ら埼玉県との連携を密に図り、今後の保存活用に関する研究を進めるとともに、

岩槻の城下町に関わりある歴史文化資源等の整備に関し必要な調査及び財源確保

に努めてまいります。 

  ・文化財保護事業 １６０，７９２千円の内数 

（２）マンションの実態把握の体制構築と実態調査費用を予算化すること。またマ

ンション管理組合の相談会を行うとともにマンション管理士派遣制度を創設

すること。マンション管理計画の認定に関して、指定認定事務支援法人を導

入し、効率的かつ制度の高い運用を検討すること。 

（回答）住宅政策課 

マンション実態調査については、定期的かつ継続的に実施し、マンションの管理

状況を把握していきます。また、実態調査の未回答マンションについては、別途調

査等も実施してまいります。マンション管理相談及び分譲マンションアドバイザー
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派遣については、継続して実施してまいります。認定事務支援法人の導入について

は、現在、公益財団法人マンション管理センターが事前に認定基準を満たしている

ことを確認して発行する事前確認適合証の添付により、その審査に係る事務的な負

担が軽減されております。引き続き、効率的な運用を検討してまいります。 

・住宅政策推進事業（マンション管理適正化の推進）（一部） 

６，９３８千円 

（３）緑あふれるまちづくりを推進すること。街路樹は、夏の日差しや騒音を緩和

し、防風・都市空間の美化などの役割を果たすので、街路樹の整備を計画的

に行うこと。またマンション建設や建売住宅の増加によって、まちの緑が失

われていくことが懸念される。街中の緑の空間を維持するために、私有地の

緑地保全にもインセンティブを設けるとともに、公共空間では緑を増やして

いくこと。 

（回答）みどり推進課 

   緑あふれるまちづくりを推進することについては、一定規模以上の開発行為等

を行うにあたって、緑化に関する協議を義務付けることにより、公有地及び民有

地の緑化を推進しております。また、私有地の緑地保全については、さいたま市

みどりの条例に基づく保存緑地の指定により維持管理に係る補助金を交付するな

ど、所有者への支援に努めます。 

    ・指定緑地等設置・保全事業（みどり推進課） ５０，５９０千円の内数 

（回答）道路環境課 

   街路樹の整備については、「さいたま市街路樹維持管理マニュアル」に基づき、

街路樹の機能が十分に発揮するよう、適切に維持管理・整備してまいります。 

    ・道路維持事業（道路修繕事業） ７，５６４，１５５千円の内数 

（４）市民一人当たりの公園面積の少なさは大きな課題である。全ての市民が徒歩

圏内で利用できる街区公園の整備に努めるとともに、各エリアに市民が集う

場となる地区公園の整備を推進すること。また海なし県であることを鑑み、

市民が身近に触れ合える水辺の空間作りにも配慮すること。さらに、幼少期

の子どもたちが自由に遊べる公園の整備に努めること。  

（回答）都市公園課 

    公園の整備については、身近な公園整備方針に基づいて、公園空白地域を優

先し、地域バランスも考慮しながら計画的に公園整備を進めてまいります。ま

た、親水施設や遊具などの公園の機能については、整備に当たって住民の方々

の御意見を踏まえながら、検討を進めてまいります。 

   ・都市公園等整備事業（都市公園課）（身近な公園の整備推進） 

 １４０，２６４千円 

（５）都市計画道路は街の発展に大きく影響してくる。ついては、市民意見を把握

した上で重点路線の整理をし、早期の完成に向け事業を進めること。併せて、

高速道路や都市計画道路の整備については、整備促進に向け国との調整のも

と財源確保を確実に実施し、徹底した進捗管理と継続的な予算確保に努める

こと。 

（回答）広域道路推進室、道路計画課 

   高速道路の新大宮上尾道路については、事業化区間の早期完成や未事業化区間

の事業着手について今後も積極的に国土交通省、財務省、首都高速道路株式会社

へ要望してまいります。また、核都市広域幹線道路については、概略計画の検討

や地元調整など、国・県・市で連携を図りながら、引き続き積極的に取り組んで



5 
 

まいります。 

   都市計画道路の整備にあたっては、さいたま市道路整備計画の中で、路線ごと

の優先順位を定めて整備を進めています。 

   なお、さいたま市道路整備計画の策定にあたっては、都市の機能強化や交通の

円滑化、安全・安心な都市生活に資する路線を優先し整備路線を選定したうえ

で、パブリックコメントを実施し、幅広く意見を反映させています。 

   また、整備推進にあたっては、国に対し、必要な事業費を継続的かつ確実に確

保できるよう積極的な要望を行うとともに、速やかな用地の確保や早期の工事発

注など、徹底した進捗管理に努め、早期の完成に向け進めてまいります。 

    ・広域道路推進事業 ３，６８０，８９３千円の内数 

    ・街路整備事業 ７，５０５，９４３千円の内数 

    ・道路新設改良事業 ２，９１０，６６９千円の内数 

（６）災害時に対応していただくのは市内建設業者が中心である。このことを鑑み、

ゼロ債務負担行為活用等による工事発注時期の平準化や適切な工期の設定、

現在採用している一抜け方式の更なる拡大、指名競争入札の拡大、大型工事

の分割発注による受注機会の拡大を図るとともに、提出資料等の簡素化を図

り、入札事務の効率化を図ること。建設業界の人手不足や資材原料の高騰を

鑑みた予算を設定すること。また、維持管理業務において、造園などの専門

性を持つ業者にも配慮すること。 

（回答）契約課、調達課、技術管理課 

  工事発注時期の平準化については、これまでも繰越明許費や債務負担行為の活 

用により翌年度にわたる工期設定に努めており、引き続き、発注時期の平準化に努

め、人材・機材の効率的な運用が図られるよう取り組んでまいります。 

  一抜け方式の拡大については、地元企業の受注機会の均衡化などを目的とし、 

同業種・同規模工事を対象として、一抜け方式による発注を採用してまいりました。 

  指名競争入札については、本市では、設計金額１，０００万円以上の建設工事 

の入札では、原則として一般競争入札とし、１，０００万円未満の案件は、指名競

争入札を主として発注を行っておりますが、緊急対応（道路、下水道等）を要する

単価契約工事については、限度額が１，０００万円以上であっても指名競争入札と

しております。 

  大型工事の分割発注については、これまでも市内企業育成の観点から、適正な 

分離・分割発注に努め、市内業者の受注機会の拡大を図っております。 

  今後も、品質の確保、経済性合理性や公正性等について、総合的に勘案しながら、

市場における最新の実勢価格を適切に反映したものを設計単価として設定し、より

一層の適切な建設工事の発注に努めてまいります。 

   また、維持管理業務などにおける専門性のある業務については、種別などの内

容に応じ適切な発注となるよう努めてまいります。 

（７）荒川総合運動公園、西遊馬公園などの利用時間開始の１時間前倒しを検討す

ること。 

（回答）都市公園課、北部公園整備課、南部公園整備課 

 都市公園の供用時間を変更することについては、条例改正が必要となるほか、供用

時間を延長する場合には、指定管理業務における維持管理コストの増加や、周辺環境

への影響を考慮する必要があるなど、慎重に検討すべき課題があると考えております。 

 このため、今後、各公園施設の利用実態や施設運営に要するコストなど、供用時間

の変更に対するニーズや影響に関する調査の実施などについて、検討してまいります。 
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２．都市経営戦略 
―――――――――――――――――――――――――――― 

（８）区役所は最も身近な行政事務所であることから、窓口業務のみならず相談業

務が区役所で完結できる様、権限移譲や移管を行うこと。 

（回答）区政推進部 

 区役所への権限移譲や移管については、平成２２年の「区役所のあり方に関する検

討報告書」において示された本庁と区役所の事務配分の考え方に基づき、これまで区

長への予算要求権限移譲や区役所への業務移管を行ってまいりました。 

 また、本庁事務とされたものについても、「さいたま市区における総合行政の推進

に関する規則」において、区長は局長に対し、区における地域的な課題に対応するた

め必要と認める施策を実施し、及び予算化をするよう要請することができるものとし

ております。 

   ・区まちづくり推進事業（１０区分） １，８０２，８５９千円 

（９）2040年には人口減少を見込む人口推計を踏襲しているが、さいたま市として

積極的に人口流入を促し、人口流出を防ぐための施策に取り組み、さらなる

人口増を可能とする都市戦略を立案すること。 

（回答）都市経営戦略部 

  総合振興計画基本計画の中間見直しにおいては、今後、日本全体が更なる少子高

齢化の進展により人口減少が急速に進んでいくという予測の中、本市の人口減少局

面を先送りにし、かつ、その後の減少ペースをできる限り緩やかにしていくことを

目指すとの考え方で、展望人口の見直しを行いました。その上で、少子化対策など

とともに、若者・子育て世代の人口流入と定住化による人口の社会増を促す施策を

進めているところです。 

 今後も本市の魅力を最大限に生かし、安心して子育てができる環境の更なる充実や、

都心や副都心をはじめとする都市基盤の整備など各種施策を推進し、持続可能な都市

として成長・発展につなげてまいります。 

（１０）都市計画について、人口増の現況を踏まえて、また未来に向けた都市の成

長を狙うために、用途や容積率等を適宜変更し、各区の駅周辺及び幹線道路

沿いは、商業地域の拡大や容積率の緩和等を推進すること。特に市庁舎予定

地周辺は検討すること。 

（回答）都市計画課 

 商業地域の拡大や容積率の緩和等については、駅周辺の都市計画道路沿線の容積率

を引き上げることにより、土地利用が促進された場合には、固定資産税や住民税の増

収効果が期待されるものと考えておりますが、用途地域の見直しや容積率の引上げは、

周辺の居住環境へ影響を与える可能性があります。そのため、周辺住民との合意形成

を含め、地域の特性等を踏まえた丁寧な検討が必要となるものと考えております。 

  ・都市計画推進事業（コンパクト・プラス・ネットワークの推進） 

１３，６５９千円の内数 

（１１）職員の生産性向上と人件費削減を目指し、業務改善のためのデジタル化を

推進するとともに、窓口での市民の負担を減らすための行政手続きのデジタ

ル化も進めること。また市民にとって使いやすいITツールを整備するととも
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に、市民が必要な情報を周知する手法についてもITツールを一層活用するこ

と。 

（回答）デジタル改革推進部、区政推進部 

 窓口での市民の負担の軽減については、令和７年１月末に西区に先行導入した「書

かない窓口システム」を令和７年度中に全区役所へ導入し、来庁者の手書き負担軽減

や待ち時間の短縮、ＲＰＡ導入による職員の業務効率化の実現に向けて、システムを

適切に導入・運用してまいります。 

 併せて、本市では令和７年度までに原則すべての手続をオンライン化することを目

標としており、令和８年度以降はオンライン申請の利用率向上にも取り組んでまいり

ます。 

 市民にとって使いやすいＩＴツールの整備については、例えば、亡くなられた方の

御遺族が来庁せずとも、自宅のパソコン、スマートフォン、タブレット等を用いて必

要な手続の準備ができる「おくやみ手続きガイドサービス」の運用については、必要

な情報を市民に分かりやすく伝える観点も含め、引き続き、適切に取り組んでまいり

ます。また、書かない窓口システムやおくやみ手続ガイドサービス以外においても、

職員の業務効率化に向け、目的を明確にしたうえで必要なＩＴツール等の導入・活用

を進めてまいります。 

  ・ＤＸ推進事業（ＤＸの推進）（一部） ６５，５７５千円 

  ・業務効率化インフラ整備事業（働きやすい職場環境整備の推進） 

 ９５７，９２１千円の内数 

  ・区役所管理事業（区役所窓口総合サービス向上事業） ４１３千円 

 

誰ひとり取り残さないサステナブルなまちの実現 

３．防災 ――――――――――――――――――――――――――――― 

（１２）避難所開設・運営訓練等に関して、定型的な訓練を実施しているが、重要

性認識が低下してきている部分もある。訓練のありかた、職員のかかわり

方、市民でも開設できる避難所整備など実際を想定した避難所開設訓練を

行うなど再検討すること。また、災害時において避難動物の同伴避難場所

を確保すること。 

（回答）防災課、動物愛護ふれあいセンター 

 訓練の在り方については、実施過程において明らかとなった課題を精査し、次回以

降の訓練において改善策を講じることで、実災害を想定した実効性の高い訓練となる

よう努めております。また、各避難所運営委員会における訓練及び活動の事例を相互

に共有し、他委員会の先進的な取り組みを参考にすることで、訓練内容の更なる充実

を図っております。 

 職員の関与については、避難所担当職員を対象とした研修の充実を通じて、担当職

員としての資質及び意識の向上に努めてまいります。 

 市民による避難所の整備については、避難所開設時に確認すべき事項を整理し「避

難所開設チェックリスト」や、災害発生直後に想定される事案への対応手順をまとめ

た「避難所運営マニュアル別冊・発災時初動期対応編」を作成し、円滑かつ迅速な避

難所の立ち上げが可能となるよう体制を整えております。 

 避難動物の同伴避難場所の確保については、動物の健康面や安全面に適した施設の

確保など、様々な課題があるため、現時点では難しい状況となっております。しかし

ながら、避難動物の同伴避難所のニーズについては認識していることから、引き続き、
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他の自治体の先進事例を注視してまいります。 

 また、飼い主に対して、避難生活の長期化に備えあらかじめ動物に適した預け先を

確保しておくなど、関係部局と連携のうえ、防災訓練の機会なども活用し、周知啓発

に取り組んでまいります。 

（１３）豪雨災害が頻発している中、治水施設の整備と雨水流出抑制施設の設備

が重要である。浸水対策が必要な一級河川（指定）、準用河川、普通河川

については予防的な減災対策を考慮した対策を早急に実施すること。また、

下水道の普及が遅れている地域においては整備強化を図るとともに、道路

冠水や床上・床下浸水などが頻発に発生するエリアにおいては、地域の実

情に合わせた整備を早急に検討、実現すること。 

（回答）河川課、下水道計画課 

  浸水対策が必要な河川における予防的な減災対策については、浸水被害の発生状況

や地域特性を踏まえて、河川整備や、流域貯留浸透施設の整備など、効率的、効果的

な対策に取り組んでまいります。 

  下水道による浸水対策については、浸水被害の発生状況や市民要望などを踏まえて、

関係部局と連携を図りながら総合的な治水対策を検討してまいります。 

 また、下水道の汚水整備については、合併処理浄化槽との役割分担により、下水道

による整備が効率的な区域において、整備を進めてまいります。 

   ・河川改修事業 ２，００８，４１４千円の内数 

  ・下水道浸水対策事業 １，９４６，２８３千円の内数 

  ・下水道汚水事業 ２，３１５，６９１千円の内数 

（１４）郵便局での空きスペースやポスターチラシ専用什器などを活用し、ハザー

ドマップ、市報など市民への情報発信の場所を増やすこと。また、郵便局

窓口には料金モニターがあり、時期に合った情報発信が可能である。積極

的に活用し情報を発信できるよう取り組むこと。また、郵便ポストに防災

情報の２次元コード貼付などを検討すること。 

（回答）広報課 

 市報については、引き続き、郵便局などと連携しながら、市内公共施設、市内各駅

３２か所及び市内郵便局９９か所に配架してまいります。 

 ・広報事業（市報さいたまの発行）（一部） １，２９０千円 

（回答）防災課 

 防災に係る情報発信については、防災アプリの活用や、防災ガイドブックの全戸配

布、ハザードマップの市内公共施設での配布などにより、多くの方へ周知啓発を行っ

ています。また、郵便局へのハザードマップなどの防災情報の配架や、郵便ポストへ

の２次元コード貼付については、関係部局や郵便局と連携し、効果的な広報手段の検

討を行ってまいります。 

（１５）災害時に対応するため、非常用薬剤及び衛生材料の備蓄やモバイルファー

マシーの配備を検討すること。また避難所等においては、災害時に被害を

受けにくいＬＰガスの活用を検討すること。平時から利用することで災害

時に即利用が可能となる。施設において日常的に利用できるよう施設整備

をすること。 

（回答）防災課、生活衛生課 

 応急処置に対応するための備蓄については、各避難所に非常用薬剤として消毒液、

衛生材料としてガーゼや包帯等を備蓄しております。また、消毒液については、使用
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期限を迎える前に定期的な入替を実施し、災害時に問題なく使用できるように管理し

ております。 

 災害発生時に必要な医薬品の備蓄については、一般用医薬品のランニング備蓄を、

さいたま市災害用医薬品等備蓄業務にて一般社団法人さいたま市薬剤師会に委託して

おります。なお、備蓄の内容については、災害医療体制検討会医薬品専門部会におい

て検討し、見直しを行っております。 

 モバイルファーマシーの配備については、県を単位とした広域的な対応が望ましい

と考えており、現在、埼玉県において配備に向けた検討の動きがあることから、その

動向を注視してまいります。 

 ＬＰガスについては、埼玉県ＬＰガス協会と災害協定を締結しており、災害時に速

やかな支援要請・調達が行えるよう定期的に情報交換を行っております。また、災害

発生時の連携強化を図るため、総合防災訓練への参加協力をお願いしております。 

・防災対策事業（災害用物資備蓄等による災害対応力の向上） 

 ５８，１００千円の内数 

 

４．住環境 ―――――――――――――――――――――――――――― 

（１６）空き家対策等に関して、空き家等の現況を市が独自に把握整理し、近隣住

民の不安を防ぐ手段を常に実施すること。具体的には、市独自の条例を策

定し、近隣への環境対策や防火対策等が出来るよう整備すること。また、

ゴミ屋敷と称する迷惑な事例が多発していることを鑑み、条例制定を視野

に入れた取り組みを行うこと。 

（回答）環境総務課 

  空き家等対策については、近隣住民から寄せられた相談情報のデータベース化や

現地調査・所有権調査等行うことで状況把握に努めております。 

  また、管理不全な空き家等については、所有者等に対し空家特措法改正に基づく

行政指導等及び市独自の条例に基づき、対応を行っております。 

  引き続き、関係部局、関係事業者と連携しながら、近隣住民の不安解消に努めて

まいります。 

   ・空き家等対策事業 ６，３４５千円 

（回答）区政推進部、保健衛生総務課、こころの健康センター、地域福祉推進室、 

生活福祉課、環境総務課、資源循環政策課 

住居等における物の堆積等による不良な生活環境（いわゆる「ごみ屋敷」）への対

応については、令和６年１月に、関係局区が協力・連携して取り組むための「不良な

生活環境の解消等に関する要綱」を定めました。 

  現在は、当該要綱に基づき、不良な生活環境と認められる事案に対して、順次、

解消等に向けた取組を行っています。 

  引き続き、当該要綱に基づく取組により得られるノウハウや課題を踏まえ、対応

方法等をより効果的なものとすることができるよう改善を図るとともに、国や他の

自治体の動向も注視してまいります。 

（１７）来街者が安全・安心に楽しめるための、迷惑客引き防止等の防犯対策を

より一層強化すること。また、子供たちのための防犯対策として、自治会、

商店街等と連携し、通学路の防犯カメラ設置に取り組むこと。 

（回答）市民生活安全課、商業振興課、学事課 
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  迷惑客引き防止については、地元商店街等が実施する、悪質な客引き行為や放置

自転車の防止、環境美化のための自主的な活動を行政が積極的に支援するために、

商店会に対しパトロール備品の貸与や、繁華街巡回業務として地元商店会とともに

商店街パトロールを実施してまいります。 

  埼玉県警察と連携を図りながら、引き続き、客引きの検挙状況等を把握するとと

もに、必要に応じて取締りの強化を要請します。また、広報・啓発活動を引き続き

実施してまいります。 

 防犯カメラ設置に向けた取組については、地域における犯罪の防止などのために自

治会や商店会が設置する防犯カメラに対して経費の一部の助成を実施しており、引き

続き支援を続けてまいります。 

 通学路への防犯カメラの設置については、まず、学校、保護者等が通学路安全点検

を行い、学校から防犯カメラの設置要望が提出された場合に、教育委員会、警察、道

路管理者等により合同点検を実施いたします。合同点検の結果、防犯カメラの設置が

有効な安全対策と判断された場合には、地域の皆様とお話しした上で、設置の検討を

進めてまいります。 

  ・防犯対策事業（わがまちカメラ戦略的整備・活用事業）（一部） 

 １０，０００千円 

   ・商店街振興事業（繁華街巡回業務委託） ５７５千円 

   ・商店街振興事業（商店街環境整備補助事業） １５，８７０千円の内数 

   ・通学区域検討事業（通学路防犯カメラの維持管理） ８６千円 

（１８）市民のためのデジタル環境整備のために、またさいたま市アプリの活用

のためにも公共Wi-Fiの整備を早急に進めること。特に市民の窓口でもあ

る区役所については優先的に全区役所に公共Wi-Fiを導入すること。 

 （回答）デジタル改革推進部 北区総務課 中央区総務課 南区総務課 

 現在、市内の公共施設におきましては、１０４施設にＷｉ－Ｆｉ環境を整備し、サ

ービスを提供しております。区役所につきましては、令和６年度に１区の整備が完了

し、令和７年度に２区の整備が完了する見込みであり、令和８年度には、さらに３区

分の整備を進める予定としております。区役所を含む、市内公共施設へのＷｉ－Ｆｉ

環境の整備については、各施設各所管課において、市民ニーズや費用対効果、施設の

改修時期等を総合的に考慮した上で、整備を進めてまいります。 

  ・北区役所管理事業（総務課）（一部） １，２２０千円 

  ・中央区役所管理事業（総務課）（一部） １，６９５千円 

   ・南区役所管理事業（総務課）（一部） １，３９０千円 

（１９）ごみ集積所の設置が難しい事例もある。またカラスなどの被害もあること

から集積所設置に対する補助や、被害防止策用品購入に対する補助を充実

させること。 

 

（回答）廃棄物対策課 

 集積所設置に対する補助については、自治会を通じて、収集所の管理や清潔保持等

に要する費用の一部として衛生協力助成金を交付する中で対応していただいており、

カラスなどの被害防止策用品購入など規定の範囲において、引き続き、より多くの自

治会に活用してもらうべく周知を図ってまいります。 

 ・廃棄物処理対策事業（廃棄物対策課）（衛生協力助成金の交付）（一部） 

６６，８４４千円 
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５．医療・福祉 ―――――――――――――――――――――――― 

（２０）柔道整復療養費においても福祉３医療費を医療機関の「現物給付」と同じ

ように取り扱うよう、制度を見直すこと。 

（回答)子育て支援課 

 柔道整復師の施術に係る療養費については、子育て支援や福祉の充実を図る観点か

ら、本市と現物給付に係る協定を締結している施術所等では、現物給付を実施してお

ります。引き続き、施術所等での現物給付の取扱いを拡大するため、協定締結に努め

てまいります。 

（２１）介護業界の現場では、介護需要が増えるとともに現場の人手不足が深刻化

している。中高生などに対し社会福祉に関する授業化や、進路指導を促進

すること。また、高齢者が地域で元気で働ける場を斡旋するための働きか

けを行うこと。また現場での業務の適正化のために、介護ロボットなどICT

の活用を推進し、適切な補助を行うこと。東京都が介護人材に対して、独

自の補助を行っていることで近隣市での採用が難航化している。さいたま

市も介護人材に対する独自の補助を検討し、処遇改善を図ること。 

（回答）高齢福祉課 

 高齢者が元気で働ける場を提供するための取組については、社会参加意欲のある高

齢者へ、その希望に応じた仕事を地域社会と連携しながら紹介している公益社団法人

さいたま市シルバー人材センターに対して、事業資金の補助を行っております。高齢

者の知識、経験及び能力等を生かせる機会の提供が充実したものとなるよう、センタ

ーの周知にも努めてまいります。 

・シルバー人材センター事業 １８２,３２８千円 

（回答）介護保険課 

 介護人材の不足が深刻な状況を踏まえ、県内及び近隣の福祉系の専門学校・大学の

就活生向けに、介護現場で働く方の声を集めた「介護の仕事のいいトコロ」による情

報発信、介護業務が未経験の方を対象とした「介護に関する入門的研修」の開催など、

様々な年代の方に対し介護業界についての情報発信を行うとともに、学びの場の提供

に取り組んでおります。 

 併せて、介護職員の処遇改善に向けて、市内のより多くの介護事業所が「処遇改善

加算」を取得できるよう、令和６年度から、本市独自の事業として社会保険労務士を

派遣する事業を始めており、介護人材の処遇改善を支援することで、人材不足の解消

に取り組んでいます。令和７年度には訪問介護事業所を対象とした訪問介護等サービ

ス提供体制確保事業を実施しており、引き続き、これらの事業の推進により介護人材

確保に努めてまいります。 

 また、介護ロボットなどＩＣＴの活用についても、人材不足の解消のために取り組

む必要があると考えており、埼玉県が実施している「介護テクノロジー定着支援事業」

の周知を行っているほか、本市でも、施設の大規模修繕に伴う介護ロボット・ＩＣＴ

等の導入費用の補助事業を実施しております。 

  ・老人福祉施設等施設建設補助事業（介護ロボット・ＩＣＴ補助事業） 

８，３２０千円 

  ・介護保険事業者指定事業（訪問介護サービス提供体制確保支援事業等） 

 １６，０５１千円 
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（回答）教育課程指導課、高校教育課 

 教育委員会では、社会福祉に関する授業について、例えば、中学校社会科の公民的

分野において、高齢社会における社会保障と財源確保の問題解決に取り組む授業を各

学校で行ってまいります。高等学校では、必修である家庭基礎で「共生社会と福祉」

の授業があり、生涯を通して家族・家庭の生活を支える福祉や社会的支援について学

習しています。 

（２２）さいたま市も高齢化が進み地域包括支援センターの利用者も増えてきて

いる。しかし提出書類等も多いこと、利用者からの問い合わせなど業務量

が多い。賃金補助等行い、やりがいを感じることができる職場環境整備を

すること。地域包括センターの人員に関して、人材が枯渇している状況を

鑑み、資格更新に関わる費用助成を行うこと。また行政からの指導、連絡

を手厚くすることで、現場が抱える課題の解決を図ること。 

（回答）いきいき長寿推進課、介護保険課 

地域包括支援センターの職場環境整備については、毎年、各地域包括支援センタ

ーへのヒアリング、各センターの所要額の確認、他指定都市の運営状況の調査など

を実施した上で、各法人との委託契約において適切に反映できるよう見直しを図っ

ております。 

地域包括支援センターの人員については、業務委託契約に基づき、各法人が必要

な資格を有する職員を適切に配置することとしており、資格更新等に係る費用につ

いては、各法人の責任において対応しております。 

 なお、資格更新に関わる費用助成については、別途、本市独自の支援策を行って

まいります。 

 また、毎年、市主催による各センター職員に対する事業説明会や研修を実施して

おり、引き続き、現場の課題解決や負担軽減が図られるよう取組を検討してまいり

ます。 

・包括的支援事業（地域包括支援センター） 1，１７６，２８９千円 

・介護保険事業者指定事業（介護支援専門員等研修への支援） 

２３，４００千円 

（２３）高齢者等終身サポート事業について、高齢者等の安全・安心のため、契約

などの知見や実務経験が豊富な行政書士の活用を検討すること。また、任

意後見契約と併せて契約する「財産管理等委任契約」について、正しい認

識を行政機関や金融機関等に周知すること。 

（回答）高齢福祉課 

 行政書士の活用については、これまでもコスモス成年後見サポートセンター主催の

無料相談会への後援や会場確保、広報協力等を行ってまいりましたが、今後高い需要

が見込まれる高齢者等終身サポート事業に関連しても協力を検討してまいります。 

 また、「財産管理等委任契約」についての行政機関や金融機関等への周知について

は、令和３年度に設置した、行政や成年後見制度に関わる専門職で構成されるさいた

ま市成年後見制度利用促進地域連携ネットワーク協議会の中で連携して進めており、

令和６年度には金融機関もオブザーバーとして参加しました。今後も正しい認識の周

知のため、情報共有を図りながら連携して取り組んでまいります。 

・高齢・障害者権利擁護センター事業 ３０，４３２千円 

（２４）高齢者の生きがいのためにも、高齢者が継続して動物を飼育できるよう制

度を構築すること。 
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（回答）動物愛護ふれあいセンター 

 高齢者が継続して動物を飼育できるような制度の構築については、動物の愛護及び

管理に関する法律に定められているとおり、原則的に飼い主には自身の動物を終生飼

養する義務があることから、飼い主自身が飼養困難になった場合に備えて親戚や知人、

譲受飼養業者など飼養引受先を事前に確保する必要があります。 

 動物を飼養する際は、動物が命を終えるまで適切に飼養できるよう事前の飼養引受

先の確保について引き続き市民へ周知啓発に努めてまいります。 

 また、市民から市民への犬猫等の譲渡を仲介するページを市のホームページ上に掲

載してまいります。 

（２５）視覚障害者および聴覚障害者への情報提供方法の確立すること。とりわ

け、避難所においては不便が生じることがないよう運営を行うこと。自治

会や民生委員に対しても 

視覚および聴覚障害者に対する理解を促進し、有事の際にコミュニケーシ

ョンが取れる支援を行うこと。 

視覚障がい者のための同行援護従事者の養成と派遣事業の推進及び意思疎

通支援事業の事業化をはかること。 

（回答）防災課 

 視覚や聴覚に障害のある方への情報提供については、それぞれの障害特性に応じた

配慮事項を避難所運営マニュアルに盛り込んでおり、すべての避難者が同等の情報を

得られるよう、避難所の運営体制を整えています。 さらに、避難時に支援が必要な

方への誘導支援として、避難行動要支援者名簿を自治会や自主防災組織、民生委員・

児童委員などの関係者に共有し、円滑な連携体制の構築に努めています。 

（回答）障害政策課 

 視覚障害者および聴覚障害者に対する理解促進については、自治会や民生委員を含

めた幅広い市民に対し、視覚障害、聴覚障害を含めたあらゆる障害に対する理解を深

めていただくため、各種イベントやパンフレットの配布などを通じて、意思疎通の配

慮を含めた合理的配慮の提供の必要性についての呼びかけを実施しております。 

 また、視覚障がい者のための同行援護従事者の養成については、他自治体の実施状

況を踏まえつつ、同行援護事業の充実に努めてまいります。 

（回答）障害福祉課 

 意思疎通支援事業のうち、代筆代読に関しては、現在、自立支援給付における同行

援護で外出先での支援を、居宅介護で御家庭での支援を御利用可能となっております。

代読代筆支援に関する理解促進や専門性を高める取組等につきましては、当事者団体

の御意見を伺いながら検討を進めてまいります。 

  （２６）手話言語条例制定に伴い、手話の普及啓発、手話通訳者の派遣の拡充に

努めること。 

      議会での手話通訳導入をすること。 

（回答）障害政策課、障害福祉課 

 本市では、手話言語条例の制定前からノーマライゼーション条例の理念のもと、

様々な障害特性について理解を深めていただく取組を進めており、意思疎通等が困難

な方への配慮につきましても、手話の普及啓発も含め、引き続き呼びかけてまいりま

す。また、本市では、手話通訳者の派遣の拡充のため、毎年度手話通訳者の養成講習

会を実施しており、今後も派遣事業の充実に努めてまいります。 



14 
 

  ・社会参加推進事業（手話通訳者及び要約筆記者派遣事業） 

９６，３６３千円 

  ・社会参加推進事業（聴覚障害者コミュニケーション支援従事者養成講習会等開

催事業） １７，７３８千円 

（回答）議事課 

 議会での手話通訳導入については、令和８年２月定例会での試行に向け、調整を進

めているところです。 

  （２７）ケアラー支援事業の周知につとめ、対象者が支援を受けやすい体制を整

えること。 

（回答）地域福祉推進室、いきいき長寿推進課、障害福祉課、子ども・青少年政策課、

子育て支援課、子ども家庭支援課、総合教育相談室 

ケアラーが支援を受けやすい体制を整えることについては、全てのケアラーが自分

らしく、健康で文化的な生活を営むことができるよう、ケアラー支援条例に基づき、

引き続き支援策の実施や周知啓発を進めてまいります。 

  ・包括的支援体制整備推進事業（ケアラー・ヤングケアラー啓発事業) 

４，６６６千円 

  ・地域生活支援事業（日中一時支援事業） ４１，７９７千円    

  ・地域支援任意事業（介護者カフェ事業） ４，５３４千円 

 ・認知症高齢者等総合支援事業（ケアラー相談事業） ９，７５２千円 

  ・ファミリー・サポート・センター運営事業 ５８，３６７千円 

  ・児童虐待防止対策事業（ヤングケアラー等への支援） 

１４，９９９千円の内数 

・教育相談推進事業 ５６７，０７４千円の内数 

 

次世代を担う子どもたちのために 

６．子育て ――――――――――――――――――――――――――――― 

（２８）産後ケア事業については、デイサービス型、宿泊型の周知と伴走型相談支

援のさらなる取組に努めること。また、新たな５歳児健診の充実に取り組

むこと。 

（回答）母子保健課 

 産後ケア事業のデイサービス型、宿泊型の周知については、市のホームページやＳ

ＮＳにより広報を行っております。また、妊娠届出時に、産後ケア事業について、保

健師などが個別に利用のメリットや申込方法を丁寧に説明し、妊娠期からの利用申請

をご案内しております。引き続き、必要な方に情報が届くよう工夫してまいります。 

 言語の理解能力や社会性が高まり発達障害が認知され始める時期の幼児に対して、

令和８年度内に５歳児健康診査を実施します。 

 ・母子保健健診事業（産後ケア事業） １６８，７４７千円 

  ・母子保健健診事業（５歳児健康診査事業） ５５，８８８千円 

  ・職員人件費（職員課）（母子保健健診事業） １，５９６千円 

（２９）保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特別事業を活用し、保育士の処遇改善

と人材確保による安定的な施設の運営に対しての助成を行うこと。保育士

には「住宅手当」の補助金を支給しているが、幼稚園教諭には支給されて

いない。その為幼稚園教諭の不足に拍車をかけている状況である。幼稚園
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教諭にも保育士同等の住宅手当支給をし、幼児教育の必要性を見直し、処

遇の低下を招かないよう国への働きかけも行うこと。 

（回答）幼児政策課、保育施設支援課 

 保育所などにおける処遇改善臨時特例事業については、令和４年１０月以降の公定

価格に組み込まれたため、委託費などの給付により、引き続き処遇改善を図ってまい

ります。 

幼稚園教諭に対する宿舎借り上げ支援事業については、まずは、保育士と同様、国

や県の補助制度があることが必要と考えているため、国に対して制度の創設を要望し

たところです。また、令和７年度から幼稚園教諭の確保及び就業継続を支援するため

「さいたま幼稚園教諭応援手当」を新設し、幼稚園教諭に対する処遇改善を図ってお

ります。引き続き、幼稚園教諭の確保につながるよう、支援策を検討してまいります。 

  ・特定教育・保育施設等運営事業（保育施設支援課）（保育人材確保対策） 

２，４６４，４５０千円 

  ・認可外保育施設運営事業（保育人材確保対策） ２０，８８８千円の内数 

・幼児教育推進事業（幼稚園教諭応援手当） １５，０４８千円 

（３０）待機児童解消に向けては、全国的な状況も鑑みて、今後の少子化の状況、

既存保育所とのバランスを注視し、質の確保に重点を置き、適正な質と量

を維持するよう努めること。保育士配置に関して、＋１名以上で配置した

際に加算する制度を設けること。 

（回答）幼児政策課、保育課、保育施設支援課 

 本市では、共働き世帯の増加等に伴い、引き続き保育需要の増加が見込まれており

ますが、将来的な保育需要の減少も踏まえ、認可保育所などの整備については、需要

と供給のバランスを見極めつつ、地域の実情に応じた教育・保育の提供体制が確保で

きるよう取り組んでまいります。 

 また、保育の質については、保育施設職員向けの研修や保育相談員の派遣、立入調

査等の実施により、保育の質の維持・向上に取り組んでまいります。 

 保育士配置に係る加算の創設については、配置基準を超えた保育体制を構築した場

合に適用される加算が既に設けられており、更なる拡大も検討されていることから、

国の動向を注視してまいります。 

  ・公立保育所管理運営事業 ２，９０６，７５１千円の内数 

  ・特定教育・保育施設等運営事業（保育施設支援課） 

 ５８，７３９，６６８千円の内数 

（３１）保育士の処遇改善のため、保育士への給与の上乗せ補助の増額や保育士宿

舎借り上げ支援事業の継続など、市単独補助における制度の拡充を図るこ

と。合わせて、企業主導型保育園に関しても、保育士宿舎借り上げ支援の

補助給付をすること。 

（回答）幼児政策課、保育施設支援課 

 市独自の処遇改善費補助事業については、雇用対策費補助金、職員処遇改善費補助

金による給与の上乗せ補助を引き続き実施するとともに、令和７年度に創設した保育

士を対象とする「さいたま保育士応援手当」を増額し、更なる処遇改善の拡大を図り

ます。 

 また、保育士宿舎借り上げ支援事業、保育補助者雇上強化事業などを引き続き実施

するほか、保育士奨学金返済支援事業を実施することにより、更なる保育士確保につ

ながるよう努めてまいります。 
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 なお、保育士宿舎借り上げ支援事業の補助給付については、市が新たな認可保育所

等の整備を進めるなかで、人材確保のための施策として、認可保育所等を対象として

実施しているところです。企業主導型保育施設に対する事業の実施については、他市

の実施状況や事業効果等を踏まえながら、検討してまいります。 

・特定教育・保育施設等運営事業（保育施設支援課）（保育人材確保対策）  

２，４６４，４５０千円 

・認可外保育施設運営事業（保育人材確保対策） ２０，８８８千円 

（３２）既存保育所の定員割れが加速している。今後の少子化も鑑み、保育所の配

置に対応するためにも乳児途中入所促進事業の復活や柔軟な運営体制の構

築ができるよう補助金の増設の検討をすること。また、既存の小規模認可

保育園の定員割れで生じる運営費減額分の補助を検討すること。借地を利

用した保育所の賃借料については、保育所の立地やスペースによる格差が

生じないよう、賃借料補助を検討すること。 

（回答）保育施設支援課、のびのび安心子育て課 

 運営補助については、特別保育事業補助金や運営改善費補助金などを、引き続き実

施してまいります。 

 また、定員割れを起こしている施設については、保育事業者と市で協議の上、空き

の生じている歳児の入所枠を、他の歳児枠へ振り替えることや、定員の弾力化及び入

所児童数に応じた職員配置にする等、現状に応じた対策をとってまいります。 

 賃借料に対する補助については、２１大都市児童福祉主管課長会議などを通じ国へ

要望しているところですが、様々な機会を通じて引き続き要望してまいります。 

   ・特定教育・保育施設等運営事業（保育施設支援課） 

５８，７３９，６６８千円の内数 

（３３）障害児保育対策費に関して、現状の補助額だと保育士の雇用が難しいた

め、1.5倍以上の増額をすること。 

（回答）保育施設支援課 

 障害児等に保育士を加配するため、特別保育事業費において障害児保育事業を実施

しており、障害児などの在籍月数及び加配の程度に応じ、補助金を交付しております。 

（３４）ナーサリールーム・家庭保育室に関して、保護者から徴収する保育料を考

慮して認可保育所と同等となるよう、月額委託料見直しと増額是正を行う

こと。ナーサリールームや家庭保育室等の認可外保育施設に対しても、保

護者の負担を低減するとともに、本市の保育の多様性や選択肢の確保の観

点からも、認可外保育施設の維持発展に務めること。 

（回答）保育施設支援課 

令和７年９月から多子軽減事業の対象範囲の拡大を進め、令和８年９月からは、第

１子の年齢や保育所等への入所状況に関わらず、第２子の保育料を軽減してまいりま

す。ナーサリールーム・家庭保育室については市認定保育施設運営事業を実施し運営

費助成、保育従事者処遇改善、保護者負担軽減に取り組んでまいります。 

 また、認可外保育施設の維持発展のために、国の補助制度を活用した設備補助を行

うとともに、立入調査や重大事故の発生しやすい午睡時やプール・水遊び時に抜き打

ち調査を実施して事故の防止を図るほか、認可外の居宅訪問型保育事業者に対する集

団指導研修を実施して、保育の質の向上に取り組んでまいります。 

・特定教育・保育施設等運営事業（保育施設支援課）（特定教育・保育施設等の

運営費給付事業）５２，８８２，９２７千円 
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・認可外保育施設運営事業（市認定保育施設運営事業） ３１５，４３５千円 

・認可外保育施設運営事業（認可外保育施設補助事業及び保育の質の確保・向上

事業） ２，９８５千円 

（３５）少子化社会への対応を見据えた認可保育園全般の運営方針（新設・存続・

廃止など）を早急に示すこと。 

（回答）幼児政策課、のびのび安心子育て課、保育課 

 少子化社会への対応を見据えた認可保育園全般の運営方針については、公立と民間

が担うべき役割の整理を含め、市全体の教育・保育の提供体制の在り方を検討した上

で策定していく必要があることから、「公立保育所のあり方に関する基本方針」に基

づく公立保育所の再編や、機能向上の具体的な検討結果に加え、令和８年度から子ど

も・子育て支援法に基づく新たな給付制度として本格実施となる「こども誰でも通園

制度」の実施状況なども踏まえて検討してまいります。 

（３６）放課後児童クラブに対して国の制度（例：放課後児童クラブ育成支援体制

強化事業など）を最大限に利用し、施設整備や運営補助の拡大に努めるこ

と。また、家賃補助は立地条件等での補助率の引き上げなどを検討するこ

と。常勤の放課後児童支援員を 2名以上配置した場合の補助基準額を制度

化すること。放課後児童クラブの指導員への処遇改善助成なども強化し、

専門的な指導員の確保と指導員の質の向上を確保すること。 

（回答）放課後児童課 

 民設放課後児童クラブに対する運営支援については、国の制度等の変更に柔軟に対

応し、民設放課後児童クラブへの支援を拡充するため、令和４年度から委託実施基準

の見直しを行い、遊び及び生活の場の清掃等の運営に関わる業務や児童が学習活動を

自主的に行える環境整備などの育成支援の周辺業務を行う職員の配置等に必要な経費

を支援する「育成支援体制強化加算」を新設いたしました。令和６年度からは、常勤

の放課後児童支援員を２名以上配置した場合の委託料基準額を創設する等、更なる拡

充に努めているところです。 

 施設整備については、令和５年度から新たにクラブを設置するための改修経費に対

する補助金の拡充を行っており、引き続き待機児童の解消に努めてまいります。 

 家賃などの施設補助については、クラブの安定的な運営が図られるよう、運営者の

自己負担の状況や家賃の実勢価格などを踏まえ、支援の拡充を検討してまいります。 

 放課後児童支援員の処遇改善については、放課後児童クラブにおける人材確保と質

の向上に関わる重要な課題として認識しており、平成２７年度から「さいたま市放課

後児童クラブ放課後児童支援員処遇改善費補助金」による支援を開始し、平成３０年

度、令和２年度及び令和７年度には、補助基準額等を拡充して実施しているところで

す。また、令和４年２月からは放課後児童クラブで働く全職員を対象に、月額９，０

００円程度の賃金改善を行うための補助を実施しております。 

 令和８年度についても、処遇改善費補助金の補助基準額を拡充することとしており

ます。引き続き、補助の実績及び効果を検証し、国の補助金も活用しながら、放課後

児童支援員の処遇改善に取り組み、人材の確保及び経験豊富な支援員の定着の支援に

努めてまいります。 

  ・放課後児童健全育成事業（民設放課後児童クラブの運営委託） 

３，４８９，５７９千円 

  ・放課後児童健全育成施設整備事業（民設放課後児童クラブの整備促進） 

４２，７３０千円 
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・放課後児童健全育成事業（放課後児童支援員等の処遇改善） 

２７５，５３８千円 

（３７）放課後子ども居場所事業を進めるに際して、既存の民設放課後児童クラブ

に十分な説明を行うとともに、該当地域の自治会や学校関係者にも説明し、

地域の理解を得ること。放課後子どもの居場所事業が開設されたことに伴

う既存の放課後児童クラブの経営の影響分を補助すること。 

（回答）放課後児童課 

放課後子ども居場所事業の令和６年度モデル事業の導入に当たり、全ての民設放課

後児童クラブの運営事業者を対象としたアンケートや説明会を実施するとともに、導

入校の児童を受入れている民設放課後児童クラブの運営事業者については、個別の相

談を行うなどにより、情報提供や意見聴取に努めております。また、導入校の学校運

営協議会等を活用し、地域の方や学校関係者に情報提供を行うことにより、御理解い

ただけるよう努めております。 

 放課後子ども居場所事業の影響を受けた民設放課後児童クラブに対しては、運営継

続のための支援として、居場所事業導入初年度の入室児童数減少に伴う利用料及び委

託料の減収分に対する支援、継続するクラブと統合する際に生じる賃借物件の原状回

復費用に対する補助、施設規模を縮小するための移転費用に対する補助を行ってまい

ります。 

 また、その他にも、民設放課後児童クラブで働く経験豊富な放課後児童支援員など

を放課後子ども居場所事業の運営事業者に紹介するなどの支援にも取り組んでまいり

ます。 

 ・放課後児童健全育成事業（放課後子ども居場所事業の実施） 

 ６８７，６４８千円   

    ・放課後児童健全育成事業（民設放課後児童クラブの運営委託）（一部） 

３８，８６５千円 

   ・放課後児童健全育成施設整備事業（民設放課後児童クラブの整備促進） 

（一部） ４，７５８千円 

（３８）今年度、国は公務員の地域手当を改正し、さいたま市は支給割合が15%か

ら12%へと引き下げられる予定である。この改正によって新制度幼稚園およ

び認定こども園においての公定価格にも影響を及ぼし、各施設の運営が厳

しくなる。そこで、国に対し、さいたま市の支給割合の見直しを求めると

ともに、減額となる場合には自治体独自の補助の充実を図ること。 

（回答）幼児政策課、保育施設支援課 

地域区分の変更に基づく公定価格の改定がなされた場合、各事業者における影響は、

大変大きいものと考えております。 

 国において、公定価格における地域区分に関する対応については、令和７年４月か

らの見直しは実施せず、引き続き見直し方法について丁寧に議論を進めていくとの見

解が示されております。そのため、支給区分が引き下げられる指定都市７市が連名で

国に対し、現行の地域区分の水準を維持するよう要望書を提出しており、今後も引き

続き、動向を注視してまいります。  

（３９）インクルーシブ保育の実現に向け、国と保護者が「支援が必要」と合意し

た時点で仮申請を可能とする診断書の事後提出を認める運用緩和を行い、

特別支援教育における幼稚園との格差是正に努めること。 

（回答）保育施設支援課  



19 
 

 診断書等の取得が、実際に保育士等の加配をつけた後になる見込みの場合は、保育

士等を加配する前に申出書を提出していただき、その後診断書等を提出していただく

ことで、申出書の提出以降の翌月から補助金の対象としております。 

（４０）現在、市内の児童養護施設の多くは中舎制を基本とした施設形態になって

おり、子ども一人ひとりに寄り添った養育を行うには課題がある。国の

「新しい社会養育ビジョン」においても、小規模・家庭的養育への移行が

強調されているところであり、本市としてもその流れにそった取り組みが

求められる。児童養護施設の小舎化を実現するためのハード整備（建物の

改修・新築等）を進めるための予算を計上し、子どもたちがより安心して

暮らせる環境づくりを推進していくこと。 

（回答）子ども家庭支援課 

本市が設置する児童養護施設カルテットにおいて、国の「新しい社会的養育ビジョ

ン」及び「埼玉県社会的養育推進計画」に沿って施設の小規模化等を進めるため、小

規模化等の手法や課題について検討します。 

 同時に、民設の児童養護施設では既に小規模・地域分散化を進めていることから、

引き続き施設整備等について適宜情報を共有しながら、支援してまいります。 

   ・社会的養育推進事業（児童養護施設カルテット小規模グループケア棟整備事

業） ７，７６２千円 

（４１）幼少期からの包括的性教育の機会を積極的に作ること。さらにプレコンセ

プションケアの相談窓口を設けること。 

（回答）母子保健課 

 プレコンセプションケアに関する取組については、現在、市のホームページの掲載

に加え、大学コンソーシアムを活用したブースの出展やパンフレット等の配布、「妊

娠・出産」及び「不妊・不育」の電話相談等の相談事業を実施している他、市立学校

の小中高校生を対象に健康づくりや性の正しい知識の啓発を行う「思春期保健教室」

を実施しております。幼児に向けては、試行的に、保健センターが、「自分と相手の

身体や心を大切にすること」「プライベートゾーンを守ること」等をわかりやすく伝

える取組を保育園で実施しております。 

 引き続き、既存事業も活用し、取り組んでまいります。 

  ・母子保健事業（母子保健課）（不妊相談事業） ３，４３８千円 

  ・母子保健事業（母子保健課）（児童虐待発生予防事業）（一部） 

６６１千円 

  ・母子保健事業（母子保健課）（思春期保健事業） ３，７１８千円 

（回答）健康教育課、教育課程指導課、高校教育課、特別支援教育室 

 学習指導要領に基づき、体育科（保健領域）・保健体育科（保健分野）・保健体育

科（科目保健）や特別活動、総合的な学習の時間(総合的な探究の時間)、その他関連

する教科等、学校生活全体を通じて「性に関する指導」を実施しております。指導に

当たっては、学校の実情に応じて、学校医等の外部講師を活用するほか、子ども未来

局と連携した「思春期保健教室」により助産師を講師とするなど、効果的な指導とな

るよう努めております。 

 市立各学校において、思春期における児童生徒の健康問題を早期に発見し、適切に

対応することができるよう、希望する学校に学校産婦人科医を派遣して、専門的な指

導・助言等を行ってまいります。 

  ・児童生徒健康診断事業（一部） ７１６千円 
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７．教育 ――――――――――――――――――――――――――――――― 

（４２）災害時には各ライフラインの寸断が予想される。このような事を鑑み、学

校体育館への空調機器整備の際には、避難所ともなることから災害に強い

とされるLPガス仕様の機器の設置の導入を検討すること。また、学校施設

（学校遊具やベランダ手すり等）の老朽化で、児童生徒の学校での日常生

活の安全に係る箇所も見受けられるので、早急な修繕等の対策を実施する

こと。 

（回答）学校施設整備課、学校施設管理課 

 避難所となる学校体育館へのＬＰガス仕様の空調設備整備については、体育館へ

のエアコン設置を計画的に進めていく中で、ＬＰガスボンベ設置場所の確保の可否

など、個別の学校の状況を踏まえた上で、検討してまいります。 

  学校施設については、不具合等が生じた場合は、児童生徒の安全確保を第一に学

校教育に支障が生じることがないように、その都度修繕等の対策を実施してまいり

ます。 

・小学校施設等整備事業（市立小学校の体育館への空調設備整備） 

１４，３６８千円 

    ・中学校施設等整備事業（市立中学校の体育館への空調設備整備） 

 １１，３５５千円 

  ・小学校施設等維持管理事業（学校施設管理課）（特別修繕） 

２１２，８４１千円の内数 

  ・中学校施設等維持管理事業（学校施設管理課）（特別修繕） 

１１６，５９２千円の内数 

  ・高等学校施設等維持管理事業（学校施設管理課） 

 ３６５，６０６千円の内数 

  ・特別支援学校施設等維持管理事業（学校施設管理課）（特別修繕） 

 ３，７３５千円の内数 

（４３）「義務教育学校」については、小規模校の是正という効果があることか

ら、地域からの要望がある場所を優先し、本市の掲げる小中一貫の教育体

系の理念を実現できるよう導入を検討していくこと。一方で、武蔵浦和地

区の義務教育学校は建設費高騰によって入札も２回も不調となった上に、

一つの場所で教育が提供されず、小中９年間の教育が分断されることや小

学校の卒業式がなくなること、都市部であるのに広大な通学距離となるこ

となど課題も解決されていない。武蔵浦和地区の義務教育学校においては

計画そのものを見直すとともに、少子化が進む地域など必要とされる対象

校から導入の検討をすすめること。 

 

（回答）教育政策室、学校施設整備課、武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校開校準備室、

学事課 

小規模校における義務教育学校制度の活用については、実際に学校に通う児童生徒

及び保護者を加えた、地域の皆様の御意見・御要望をお聞きしながら、通学区域、将

来的な児童生徒数見込、「さいたま市学校施設リフレッシュ基本計画」との整合性、

財政的観点等とともに、地域の皆様が納得のいく形で検討を進めていくため、教育委

員会では、持続可能で質の高い教育環境の整備に向け、課を横断したプロジェクトチ
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ームにより、検討を進めているところです。 

 武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校に関する入札不調については、現在、事業者への

聞き取り調査の結果をもとに、入札不調の要因を分析し発注に向けた対応を行ってい

るところです。 

 また、本義務教育学校における教育活動については、９年間を見通したカリキュラ

ム及び離れた校舎間での交流、小学校の卒業式に替わる節目の行事のあり方、本地区

における安全な通学方法等について、先行事例の研究や開校準備委員会での意見交換

を行っているところです。引き続き、本義務教育学校が地域から愛され、誇りに思っ

ていただけるよう、可能な限り早期の開校を目指し、事業を進めていきます。 

・小学校新設校建設事業（武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校の整備） 

１，７０４，６９０千円 

（４４）子どもたちの教育環境を整備することは極めて重要である。新設校と既存

校の教育格差を是正するために、老朽化が進む学校の改修にも十分な予算

処置を行うとともに、学校の工事においては事前に建設業者と学校関係者

で十分な協議を行うこと。 

（回答）学校施設整備課、学校施設管理課 

 老朽化が進む学校の改修については、「学校施設リフレッシュ基本計画」に基づき、

引き続き計画的な改修を行ってまいります。また、工事を行う際には引き続き、建設

業者と学校関係者で十分な協議を行ってまいります。 

 なお、「学校施設リフレッシュ基本計画」によらず、施設の状況などから必要とな

る改修については引き続き実施してまいります。 

     ・小学校施設等整備事業（学校施設リフレッシュ推進事業） 

 ５，３２８，３６２千円 

   ・中学校施設等整備事業（学校施設リフレッシュ推進事業）（一部） 

 ２０１，１２９千円 

   ・小学校施設等維持管理事業（学校施設管理課）（一部）４８，６１９千円 

   ・中学校施設等維持管理事業（学校施設管理課）（一部）２４，３１０千円 

    ・小学校営繕事業（営繕工事等）（一部） ３５９，１７１千円 

   ・中学校営繕事業（営繕工事等）（一部） ３４７，２３４千円  

     ・高等学校施設等維持管理事業（学校施設管理課）（高等学校施設の維持管理） 

（一部） ２４２，６５０千円 

（４５）学校飼育動物の担当医制度制定に関して十分な予算処置を講ずること。 

（回答）教育課程指導課 

 獣医師の担当医については、実現にむけて獣医師会と定期的に意見交換を行い、協

議を進めてまいります。令和７年度からは、学校飼育動物を有する学校に対し、年３

回原則同じ獣医師による訪問診療を行い、学校が適切な飼育を行えるよう指導助言を

いただき、学校が安心して動物飼育を行える環境づくりをしています。 

  ・学校教育推進事業（一部） ２，７７３千円 

８．スポーツ ―――――――――――――――――――――――― 

（４６）市民が気軽に体を動かすことのできる場として、公園へのスポーツ広場の

整備や公民連携を活用したスポーツジムやプールの整備などに取り組むこ

と。その際、利用者のための駐車場、駐輪場を設置する、公共交通機関を

設けるなど、アクセスについても十分に配慮すること。また、市民及び来

訪者がスポーツ観戦また、自らが参加し楽しめる施設を拡充し、市民スポ
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ーツ意識をこれまで以上に喚起させながら、スポーツビジネスの拡大のた

めに、民間企業への特別な補助等も含め、事業展開に努めること。 

（回答）スポーツ振興課、スポーツ政策室 

   スポーツ施設の環境整備については、「さいたま市スポーツ施設の整備方針」に

則り、公共施設マネジメント計画を考慮し、将来の財政負担を増やさない工夫の下、

市民ニーズを的確に捉えながら、今後のスポーツ施設整備を計画的に検討してまい

ります。 

  また、老朽化が進み、建替えが喫緊の課題となっている与野体育館について、与

野中央公園への移転再整備に向けて基本計画の策定を進めてまいります。 

  さらに、「みる」スポーツを核とした次世代の交流拠点となる（仮称）次世代型

スポーツ施設について、与野中央公園以外のエリアへの誘致・整備に関する検討を

行ってまいります。 

  スポーツビジネスの拡大については、さいたま市版ＳＯＩＰ（スポーツオープン

イノベーションプラットフォーム）の取組を通じて、スポーツビジネス・スポーツ

産業の創出・活性化に向け、企業のビジネスマッチング等の支援を行ってまいりま

す。  

   ・スポーツシューレ等施設整備事業（与野体育館の移転再整備） 

    ※債務負担行為設定（令和８～９年度） 

   ・スポーツシューレ等施設整備事業（（仮称）次世代型スポーツ施設の誘致・

整備） １０，４３９千円 

     ・スポーツシューレ等施設整備事業（「さいたまスポーツシューレ」の推進） 

（一部） ７，４４６千円 

（４７）昨今の夏季の猛暑対策として、屋内施設の空調設備とWBGT計測器の導入を

検討すること。また、夜間でも活動できるよう公園や学校の校庭へ夜間照

明の新設も行うこと。 

（回答）スポーツ振興課 

 屋内施設の空調設備については、公共施設マネジメント計画に基づき検討してまい

ります。また、ＷＢＧＴ計測器の導入については、指定管理者とも協議し、検討して

まいります。 

  また、夜間照明については、既存の照明のＬＥＤ化による省電力化を図りながら、

学校を新設する際には設置の検討をしてまいります。 

   ・学校体育施設開放事業（夜間照明設備のＬＥＤ化） ５７，５０８千円 

（回答）都市公園課 

 現在、公園内の空調設備や照明整備については、老朽化した既存設備の改修に向け

て進めているところです。一方、御指摘の更なる猛暑対策や夜間利用の必要性は認識

しておりますので、ＷＢＧＴ計測器も含め、新たな設備の新設についても研究してま

いります。 

 ・都市公園等整備事業（都市公園課）（公園施設の新設・改修その他）（一部） 

  ８４，７００千円 

（回答）北部公園整備課 

 地域の体育館や公園施設内にあるスポーツ施設については、合併前にできた施設が

ほとんどであり、老朽化が進行しております。このため、川通公園などの照明灯やＮ

ＡＣＫ５スタジアム大宮の大型映像装置及び照明灯、岩槻文化公園の空調設備の改修

を行ったところであり、令和６年度からは大和田公園及び堀崎公園の照明灯改修に取

り組んでおります。 

なお、今後は指定緊急避難場所である岩槻文化公園の体育館について、昨今の猛暑
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に耐えうるようにメインアリーナや武道場の空調施設の新設整備を進めてまいります。

（令和８年度実施設計を予定） 

・都市公園等整備事業（北部公園整備課）（公園施設の新設・改修その他）  

９，２００千円の内数 

（回答）健康教育課、学校施設整備課 

 ＷＢＧＴ測定器については、すべての市立学校に導入しております。 

 また、市立小中学校の体育館へのエアコン設置については、まず中学校の体育館へ

のエアコン設置を計画的に実施しており、令和７年度までに全市立中学校の体育館へ

の設置が完了する見通しです。 

 市立小学校の体育館へのエアコン設置については、一部の小学校において前倒しで

設置を進めていきます。その他の小学校の体育館については、公民連携手法により、

小学校の特別教室への新規設置と小中学校の普通教室や管理諸室等の老朽化した空調

施設の更新と合わせて、令和１１年度に設計に着手し、令和１２年度から工事を行っ

ていくスケジュールで検討しております。 

 ・学校保健事業（一部） １，２４２千円 

  ・小学校施設等整備事業（市立小学校の体育館への空調設備整備） 

 １４，３６８千円 

  ・中学校施設等整備事業（市立中学校の体育館への空調設備整備） 

 １１，３５５千円  

（４８）子どもたちのスポーツを奨励するために、スポーツ少年団などの市民スポ

ーツ団による学校を通しての広報活動および学校内でのスポーツ活動の推

進を図ること。 

（回答）スポーツ振興課 

 子どもたちをはじめ、市民の皆様のスポーツへの興味・関心を高めるきっかけを創

出するため、公益財団法人さいたま市スポーツ協会と共同で開催する「子どものスポ

ーツ能力測定会、大人の体力測定会」や、同協会が自主事業として行っている「親子

で楽しむスポーツフェア」の実施に向けて、引き続き、市内の各小学校宛てにチラシ

の配布を行い、事業の周知を行ってまいります。 

 また、学校夜間照明のＬＥＤ化によって学校内でのスポーツ環境の向上に努めると

ともに、学校体育施設開放事業を運営する団体に対し、学校体育施設開放事業交付金

を交付することで、市民のスポーツ及びレクリエーション活動の場を確保し、市民の

スポーツ活動の普及を推進しております。 

  ・生涯スポーツ振興事業（スポーツ振興課）（子どものスポーツ能力測定会・ 

大人の体力測定会の開催） ９，８７８千円 

  ・学校体育施設開放事業 １１５，６９０千円の内数 

（４９）さいたまマラソンにおいて、ランナーズケアブースの設置の際には、施術

を行う鍼灸師に対してベッドのレンタル代や交通費、施術に使う備品の補

助などの予算処置を講ずること。 

（回答）スポーツイベント課 

 ランナーのフィニッシュ後に、鍼灸やマッサージ、ストレッチなど専門の方が無料

でランナーケアを行っていただく取組については、多くのランナーが利用しており、

参加ランナーに対する質の高いサービスの提供に寄与していただいております。 

 さいたまマラソンにおいては、５団体に無償での御協力に御理解をいただいたう

えで、各団体の普及啓発並びに研修の場として活用いただいており、大会側として

は大会公式Ｗｅｂサイトや大会プログラムへの掲載等を通じて御協力いただく団体
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のＰＲにつながるよう努めてまいります。 

  ・ランニングイベント開催事業 ３２１，２７０千円 

（４９）多額の予算を投じたさいたまクリテリウムに関しては、さらなる民間移行

を推進していくこと。 

（回答）スポーツイベント課 

 さいたまクリテリウムについては、令和元年度にさいたまスポーツコミッションへ

民間移行して以来、大会開催に係る市の公費負担や大会当日の市職員の動員人数を

年々削減させるなどして、共催の立場としての開催支援を続けてまいりました。 

 更なる民間移行を進める観点からも本事業の将来像や開催に必要となる事業経費、

大会運営の座組、また、開催支援を目的に市が負担する補助額はいくらが適正なのか、

それをいつまでに実現するかなどについて、２０２５大会の事業収支等を踏まえたう

えで検討してまいります。 

   ・国際自転車競技大会開催支援事業 １６０，７５６千円 

 

都市間競争に打ち勝つ経済の創造と歴史・文化の継承 

９．経済 ―――――――――――――――――――――――――――――― 

（５０）１万人を超える大規模な企業コンベンション・学術的な国際学会を開催で

きるような施設整備とさいたま市へ滞在していただけるような宿泊施設誘

致を検討すること。また、本市ならではの地域資源を活用し、新たな誘客

の促進、地域経済の活性化を図ること。 

（回答）観光国際課、商業振興課 

 大規模な国際コンベンションの誘致・開催については、（公社）さいたま観光国際

協会や民間事業者、また宿泊施設とも連携し積極的な誘致活動を展開するとともに、

ユニークベニューの新規開拓についても施設管理者と協議してまいります。 

 また、地域資源の活用については、本市の地域資源である「さいたまスイーツ」を

広くＰＲし、市内製菓工場（直売所）や製菓店などと連携したキャンペーンやイベン

ト等を実施するとともに、ウェブサイトやＳＮＳ、市内プロスポーツチーム等のイン

フルエンサーと連携した情報発信を強化し、誘客の促進及び地域経済の活性化を図っ

てまいります。 

  ・観光推進対策事業（ＭＩＣＥの更なる推進） ２０，１７６千円 

  ・商工業振興事業（さいたまスイーツ等プロモーション事業） 

 １７，６４２千円 

（５１）市内経済や地域商業を活性化するために市内企業・商店街・個人商店等に

対する支援策を充実させること。併せて、商店街の賑わいを持続、創出さ

せるために、照明施設維持管理及び商店街活性化推進のための補助金を増

額すること。そして、持続可能な運営がなされるよう、人材確保や事業継

承への支援、空き店舗の活用ができるよう起業者への支援を含め、時代に

合ったビジネスの変革も念頭に入れた次世代の育成に取り組むこと。 

（回答）経済政策課、商業振興課 

 市内企業等に対する支援については、窓口相談や専門家派遣等の総合的な支援を引

き続き実施してまいります。また、ビジネスの変革を見越した次世代の育成支援につ

いては、ＤＸ人材等の高度な知識を有する人材の育成や、埼玉県事業承継引継ぎ支援

センターと連携した事業承継支援体制の整備、さらには未来都市推進部で実施する岩
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槻リノベーションまちづくりを周知することでの空き店舗を活用した創業の推進等に

より、市内企業等の持続可能な運営に向けた後押しに取り組んでまいります。 

 商店街等への支援については、商店街活性化やにぎわいの創出を図るために行う販

売促進事業、特色性創出事業、地域活動連携事業などに対し補助を行うとともに、

「魅力ある商店創出事業」などを通じ、商店街や個人商店等に対して支援を図ります。 

 また、引き続き、商店街街路灯のＬＥＤ街路灯への改修や新設・修繕、撤去に対し、

補助を行ってまいります。 

 なお、商店街街路灯等の電気料については、エネルギー価格高騰が商店街にもたら

す影響を踏まえ、補助率の引上げを継続実施し、その経費の一部を補助してまいりま

す。 

 商店街の空き店舗については、地域コミュニティとの連携事業やチャレンジショッ

プ等を実施する商店会等を支援する「商店街活性化推進補助事業」や、空き店舗の活

用方法など商店会（街）や個店が抱える課題の解決や経営力強化を図る商店会に対し

ての講義やワークショップ等を開催する「魅力ある商店創出事業」などを通じて、商

店会の活性化や育成を支援してまいります。 

・中小企業支援事業（中小企業の生産性・付加価値向上を通じた成長促進支援） 

３３２，２６７千円の内数 

・商店街振興事業（一部） ６９，７６２千円 

（回答）未来都市推進部 

 岩槻駅周辺の都市機能強化と地域課題解決のため、空き家や空き店舗を活用した創

業を推進するリノベーションまちづくりに、引き続き取り組んでまいります。 

  ・浦和美園・岩槻地域間成長発展事業（リノベーションまちづくり推進業務） 

 ８，５５８千円 

（５２）EC需要が増えたことによって、物流のニーズが急激に増加している。さい

たま市の交通利便性を活かして、物流拠点の誘致や物流企業へのインセン

ティブを作り、市内経済活性化を目指すこと。また、再配送による運送効

率の低下を防ぐために、物流企業や郵便局と連携し、置き配を推進するこ

と。 

（回答）ゼロカーボン推進戦略課 

 再配送については、運送効率の低下のほか、温室効果ガスも多く排出することから、

物流企業や郵便局と連携し、市有地へオープン型宅配ロッカーを導入しています。置

き配についても、再配送を減らす取組の一つの手段であり、今後も出前講座等により、

置き配や再配達の問題について普及啓発活動を行ってまいります。 

（回答）産業展開推進課 

 物流ニーズの増加への対応については、財政基盤の強化、雇用機会の創出及び地域

経済の活性化を目的とした「さいたま市産業立地基本方針」に基づき、物流企業の立

地促進に取り組んでまいります。 

 今後とも、社会情勢や企業ニーズを見極めつつ、交通利便性を生かした物流企業の

誘致が図られるよう、その受け皿となる産業集積拠点の整備を推進してまいります。 

   ・企業誘致等推進事業 ３３５，４６３千円の内数 

１０．文化 ―――――――――――――――――――――――――――――― 

（５３）多額の予算がかかりレガシーが残らない国際芸術祭については廃止し、多

くの市民が芸術に触れられる環境を作るよう、市内の美術館の建設と公共
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施設に建設事業費の一部を使って芸術に寄与するパーセントフォーアート

の導入を検討すること。 

（回答）文化振興課、文化政策室 

 国際芸術祭は、総合振興計画実施計画重点戦略事業及び文化芸術都市創造計画にお

ける重点プロジェクトの主な取組に位置付けられた事業であり、これまでの開催を通

じ、本市における文化芸術活動の活性化につながっております。一過性のイベントと

して終わらせるのではなく、今後も定期的に開催することによって多様な交流を生み

出し、都市の創造性を高め、本市の都市イメージの向上、まちの活性化につなげてい

きたいと考えております。 

 開催に当たっては、事業収入のほか、国庫補助や寄附、協賛金など財源の多様化に

より市負担額の軽減を図るほか、芸術祭非開催期間も多くの市民が文化芸術に触れら

れるよう、公共空間への作品の展示や市民サポーターをはじめとする市民が主体とな

った取組への支援など、レガシーの継承に引き続き取り組んでまいります。 

 美術館等文化芸術創造拠点の整備については、市内にある美術館等との役割分担や

まちづくり全体の関連性を踏まえたうえで、本市に必要な機能や規模等、他都市の事

例調査等を行っているところです。引き続き、調査結果等を踏まえ、誰もが文化芸術

に親しめるような文化芸術活動の拠点の整備を検討してまいります。 

 また、公共空間やまちなか等の身近な場所で、市民の皆様が気軽に文化芸術に触れ

ることができる環境づくりにも引き続き努めてまいります。  

  ・文化芸術都市創造事業（アーツカウンシルの運営） ７４，５９５千円 

  ・文化政策推進事業（さいたま国際芸術祭の開催準備及びレガシーの継承） 

 ４５，０４７千円 

   ・文化施設整備事業（美術館等文化芸術創造拠点整備事業） １５０千円 

（５４）歴史地区の保全と街並みの美化のためのルールを作り、その要件を満たす

地域において、歴史と文化の継承に資する目的で建物や道路などを新設・

改修する際の補助制度を作ること。 

（回答）都市計画課 

歴史地区の保全と街並みの美化のためのルールについては、都市景観の形成に影響

を与える建築物や工作物等に対する景観誘導、重点的に取り組む景観拠点において、

市民・事業者・行政の連携における景観まちづくりを推進するため、地域住民等の意

識醸成に向けた啓発を行うとともに、景観ルール策定に向けた機運のある地区につい

ては、策定に向けた取組を支援してまいります。 

（回答）文化財保護課 

歴史地区の保全については、引き続き、市内の歴史文化資源の把握調査に努め、こ

れらを次世代に継承できるよう都市局、建設局をはじめ庁内関係各部署との連携を図

り、必要な財源確保に努めてまいります。 

   ・文化財保護事業 １６０，７９２千円の内数 

  （５５）地域に根付くお囃子をはじめとする伝統文化継承のために、活動支援の

強化や後継者育成、教育支援に努めること 

（回答）文化財保護課 

 後継者育成事業支援のための文化財保存事業費補助金の財源確保に努め、伝統文化

親子教室等、国、県が支援する交付金制度の周知を行うとともに、現況調査や学校教

育との連携を図り、活動支援等の強化をしてまいります。  

    ・文化財保護事業 １６０，７９２千円の内数 


